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地域に生活する個人・家族・集団を対象とした看護活動の展開過程を理解し、健康の保持増進と健康障害の予防に向けた支援を行うために必要
な公衆衛生看護活動の理論と方法を習得する。
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（DP）

D　様々な職種との連携において、看護専門職者としての役割を理解し、多職種による協働活動に参加できる。
 （技能・表現）
E  地域社会に暮らす人々の生活支援において必要となる情報を分析し、健康課題を解決するための方策を考えることが
    できる。（思考・判断）
F  地域社会に暮らす人々の健康課題の解決に向けて、対象に応じた看護を提供できる。（技能・表現）

A　人々の生命・尊厳・権利を尊重し、看護専門職者としての倫理観に基づいて行動することができる。（姿勢・態度）
B  人々の生活に根差した看護を実践するための幅広い教養と専門的知識を有している。（知識・理解）
C　多様な考え方や文化的背景を持つ人々の特徴に応じて、自らの看護活動の必要性や方法を説明するためのコミュニ
   ケーション能力を有している。（技能・表現）

 1.地域診断に必要な情報を収集し、地域の状況や健康課題を明らかにすることができる。
 2.地域における健康の保持増進、健康障害の予防に向けた公衆衛生看護活動の展開を学ぶことができる。
 3.地域保健医療福祉体系における県、市町の役割・機能・予算管理を理解することができる。
 4.健康危機管理における組織的な管理体制やシステムの構築の必要性を理解することができる。
 5.公衆衛生看護活動の展開（個人・家族・集団）に必要な支援方法を理解し、家庭訪問、健康相談、健康診査、健康教育、
　 地区組織活動等における基本的支援技術を学ぶことができる。
 6.住民の健康を支援するための地域ケアシステム、また、保健所、保健センターの役割・機能を理解し、公衆衛生看護活動の
　 意義と保健師の果たす役割を考察することができる。
 7.学校における学校保健・学校安全体制の意義・仕組みを理解することができる。
 8.学校における保健活動の実際と養護教諭の役割を理解することができる。
 9.児童・生徒の健康課題を発達と関連付けて理解することができる。
10.産業保健活動を支える安全管理体制の意義・仕組みを理解することができる。
11.職場における保健活動の実際と産業看護職の役割を理解することができる。
12.就労者の健康課題を労働と職場環境の特性と関連付けて理解することができる。
13.地域包括支援センターを中心とした地域包括ケアの推進体制を理解することができる。
14.地域包括支援センターにおける保健福祉活動の実際と保健師等の役割を理解することができる。
15.地域在住高齢者の保健福祉課題を地域特性と関連付けて理解することができる。

再試験の有無と
基準等

「実習の出欠席および追実習に関する取扱要領」の第4条の記載される理由による1/4以上を超える欠席の場合に、追実習を認めるこ
とがある。

教科書
標準保健師講座第1巻｢公衆衛生看護学概論｣、第2巻｢地域看護技術｣、第3巻｢対象別公衆衛生看護活動｣(医学書院)、
｢国民衛生の動向」(厚生統計協会)

参考書等
「コミュニティーアズパートナー」(医学書院)、「保健師業務要覧」(日本看護協会)、最新保健学講座別巻1健康教育論(メヂカルフ
レンド社)、他、必要に応じて適宜紹介する。

・担当教員全員は、看護職として実務経験がある。看護の実践及び教育・研究活動を行っており、その経験を活かして本授業の講義及び
　演習を行う。
・行政機関等において保健師として実務に携わった教員が指導する。また、実習施設では実務指導者から指導を受ける。

学生の主体性を伸ばす
ための教育方法と学生
への期待

実習に主体的に取り組むことで、人々の生活の中で展開していく看護活動の意義が実感できます。

備考
母性看護方法Ⅱ、小児看護方法Ⅱ、成人看護方法Ⅲ・Ⅳ、老年看護方法Ⅱ、精神看護方法Ⅱ、在宅看護方法Ⅱ、公衆衛生看護方法
Ⅱ・Ⅲの単位を修得していなければ受講できない。

学　習　内　容

【実習期間】
　4週間(内訳:市町保健センター･保健所3週間、学校または産業または地域包括支援センター1週間）

【実習場所】
　三重県内　保健所、保健センター、学校、産業、地域包括支援センター

【実習スケジュール概要】※予定
　行政実習（保健所・保健センター）及び学校・産業・包括支援センター実習
　　　　　1月下旬～3月上旬
          上記期間内で、保健所・保健センター実習15日間(内訳:保健所・保健センター12日間、学内3日間）
　学校または産業または地域包括支援センター実習5日間 10月下旬～11月
                                                      (内訳：学校または産業または地域包括支援センター3日間、学内2日間）
【内容と方法】
①行政保健・学校保健・産業保健・地域包括支援センターの実習を通して「個人・家族・集団・組織の支援」「公衆衛生看護活動の展開」
　「公衆衛生看護管理」の実際について学ぶ。
・個人・家族の支援では、小児や成人・老年といった発達段階や特徴を踏まえて、在宅看護の視点を発展させ展開することを学ぶ。
・地区踏査等の実施を通して、データの収集から地域アセスメントを実施し健康課題（一部）の明確化のプロセスを学ぶ。
・各施設の保健事業に参加し、事業内容や対象者の理解を行うと共に、そこで展開される保健活動の実際を通して、保健師の役割や保健活動の
　意義について学ぶ。
・保健師に必要な技術や能力について学ぶ。
　
②学校保健・産業保健・地域包括支援センターの実習を通して特定世代に対する「個人・家族・集団・組織の支援」について学ぶ。
・学童期・思春期にある児童・生徒に対しての学校保健・学校安全体制及び活動の実際、学校保健における看護職の役割について理解する。
・青年期・壮年期がおかれている労働環境における安全管理体制及び安全衛生管理活動の実際、産業看護職の役割について理解する。
・老年期：地域在住高齢者の保健福祉課題に対しての保健福祉活動の実際、保健師等の役割について理解する。

③行政保健・学校保健・産業保健・地域包括支援センターの実習を通して、一次予防から三次予防の意義を学び、二次・三次予防では
　医療機関との連携・協働の実際を学ぶ。

学　　習　　課　　題

事前課題：詳細は教員の指示に従って取り組むこと。

事後課題：実習記録と最終レポートを指定の期日までに提出すること。　※最終レポートの詳細は実習要項を参照　

課題作成及び実習では、パソコンを使用します。

実務経験を活かした教育の取組


